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優しい父

親子関係から啓蒙を再考する

吉田耕太郎

はじめに

啓蒙思想のひとつの到達点を、フランス革命という事件として理解するとすれば、啓蒙は「王

殺し」、当時の比喩をつかうならば、 「親殺し」を完遂するためのプロセスだったと言い換え

ることができるだろう Q それは言いすぎだとしても、啓蒙思想の根底には、大人になるプロセス

というものが含意されていることは疑いない。 「敢えて自らの知性をはたらかせよ」。これは

よく知られたカントの啓蒙の定義であるが、このカントの定義からもまた、啓蒙には、知性を

自らはたらかせる状態にまでたどり着くというプロセスを読み取ることができる。啓蒙は、よ

ちょち歩きの子どもが、転ばないための歩行器を降りて、ひとりで歩くという独り立ちの比喩

でもって語られる成長の物語でもあるのだ。カントの別の著作『諸学部の争い』での議論を援

用するならば、啓蒙とは、政治、宗教、健康について、他人に考えてもらうのではなく、自分

で思案を重ねること、つまり自分のことは自分で判断する、自己決定できる人間に成長するこ

とが啓蒙の到達点として設定されていた。

大人になること、もちろんそれは父殺しを必ずしも意味しない。しかし子が啓蒙されて親と

同等な知的能力を獲得した時、親子の関係はどうなるのだろうか。家の財産を守り、家族の信

仰心を維持し、健康を配慮してくれた家長の庇護を出ることになるのだろうか。子が親と同等

の能力をもち大人の仲間入りをすることを、カントの啓蒙論を援用すれば、公論の空間で意見

できる大人へ成長したことと言い換えることもできるだろう。公論の空間において、子どもは

親と対等に議論することが求められる。別の言い方をすれば、公論の空間では、親子の関係性

は捨象され、公論の空間に属する人間として互いに議論する相手となる。啓蒙の到達点とは、

このような意味で、親子関係の破棄といえるのかもしれない。しかし家庭において、公論が成

立するような可能性はあったのであろうか。これらの間題に一度に答えることはできない。本

稿では、啓蒙を家族関係という視点から捉えてみたい。とりわけ子を教育する父という視点か

ら啓蒙を再考し、そこでたちあらわれてくる啓蒙思想の問題を素描することが本論の日的とな

る。
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1 . 優しい父、教育する父

啓蒙を親子関係という枠糾みでもって考察する手がかりを提供してくれうるのが、リン・ハ

ントの『フランス革命と家族ロマンス』であろう。フランス革命という王殺しの事件を説明す

るために、フランスでは家族のメタファーが利用された。ハントによれば、父の殺害は、革命

における王の処刑によってはじまるのではなく、 18世紀中葉に確認できる父親の描写の変化、

つまり権威的な親から、子どもを配慮する良き親へと父の描写が変化する点から読み取らなけ

ればならないという。つまり父の殺害は、王が処刑されるよりも前から、時間をかけて流布し

ていた父の弱体化、この父の権威の失墜の総仕上げとして王の殺害がおこなわれることになる。

ハントの議論をさらに踏み込んで、権威的な父という旧来の父のイメージが失われることによ

って、父は既に死んでいたのであり、子どもに関心をもつ父、または子どもに対して善良で寛

大な父という、これまでとは正反対の性格をあたえられて父は家庭内に居場所を与えられてい

たともいえるだろう。ハントの研究は文学作品を下敷きにフランス革命前後の社会変動を通史

的に描くものであるが故に、この当時の家庭環境についての具体的な記述は少ない。しかし例

えば、アネーシャルロッテ・トレップのように、 18世紀後半から 19世紀にかけて、家庭的な

男性、またはおとなしい男性というあたらしい男性像が登場してくるプロセスを、実証的に明

らかにしようとする研究］も公刊されている。

このような子どもに対して寛大な父の登場を、家族の感情化＼つまり愛情で結びついた夫婦

を中心に、家族の感情による結びつきが重要視されるようになったことの例証として語ること

も可能であろう。またフィリップ・アリエスの『子どもの誕生』を引き合いにだして、子ども

が愛情を向けられる対象へと変化したと説明することも、寛大な父の登場を子どもの側に立っ

て語ったものだといえる。しかし本稿では、家族関係の感情化とは別に、子どもを配慮する父

には、教育者としての役割があたえられていたという点に着目してみたい3。というのも、厳格

さを否定し、子どもに優しく教育するという父というイメージが、 18世紀に新しく登場してき

たからだ。

伝統的な家庭教育といえば、家業に結びついた生活に組み入れられたものであった。家長の

指南書は、書かれている内容は似たようなものが多いのだが、複数の版をかさねたベストセラー

『ベッヒャーの家長の指南書』 4での議論を確認してみると、家長にとって必要な知識は、食料

の確保、作物を病害から守り確実に実らせ、家畜を疫病から守り増やしていく技術であった。

そしてまた家族に襲いかかる病気を早い段陪で治癒させることであった。つまり教育といって

も、こうした生活に密着した知恵、家業のなかでたくわえられてきた実践的な知を伝えること

であり、日々の作業を通じて教え込まれるものであった。

また別の指南書では、子どもの躾について事細かに指示しているものも残されており、家長

は、あらゆる悪徳につながるような遊びから子どもたちを遠ざけなければならず、社交も制限

する。家長への絶対的な服従、そして家長への尊敬を子どもたちに植え付けなければならなか

った5。このように家長の子どもへの接し方が、もともと権威的であったのは、家業を守るまた
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は躾けるという伝統的な家庭教育の内容に関係していたからでもあった。逆に、子どもの教育

内容が変化することで、子どもへの接し方も変化してきたといえるのである。

18世紀中葉に教育そのものの考え方が変化したことを確認しておきたい。汎愛学舎を創設し

近代的な教育の実現を模索したバーセドーは、とりわけ習いはじめの子どもにとっては、心地

よく (angenehm)かつ有益な (niitzlich)授業がおこなわれなければならないと、複数の著作の

なかで訴えていた凡心地よくかつ有益という理念でどのような教育が具体的に考えられてい

たのかといえば、子どもの成長に寄り添った教育内容、子どもにとって分かりやすい教授法で

ある。つまり従来のラテン語を頭ごなしに詰め込む教育や、聖書の丸暗記のような実用性の乏

しいことを教え込むのではなく、実益にかなった知識を分かりやすく子どもたちに教えるとい

うことであった7。この理念を具体化したものが、バーセドーのつくった教科書だった。 〗教育

基本書』 (1770年） 8は、多数の銅版画をおさめた子ども向けの百科事典と呼べるようなもので

あり、子どもたちの身の回りのものを、自然科学、科学技術などのテーマで分類することで、

子どもたちの知識の体系化の手助けするものであった。また教育現場で容易に活用できるよう

にコンパクトにまとめられた『全ての身分の子どもたちに向けた小冊子』 (1771年），は、アル

ファベットの読み書きにはじまって、単語の正確な綴り方や発音、そして数の概念と計算間題、

仕上げとして簡単な読み物をまとめた普及版教科書といえるようなものであった。心地よくか

つ有益な教育としてバーセドーが目指していたものは、言ってみれば、今日の初等教育で身に

付けるような知識を伝えることであったといえるだろう。つまり基礎知識を効率的に教えるこ

との必要性が、 18世紀になって共有されはじめたのだった。そしてなにより、啓蒙知識人たち

が課題として引き受けていたことが、民衆の教育レベルの底上げであったとすれば、教育する

父には、啓蒙知識人の姿も投影されていたといえるだろう。

当時のドイツの出版物から確認してみると、子どもに関心を抱き教育する父が、優しい父と

して表現されていたことがわかる。 『優しい父が語る、これから世の中ヘ一歩を踏み出す若者

の義務』と題された、フランス語の教育書の翻訳書がある。匿名の訳者は、原題にはない優し

い父という表現をタイトルにつけた理由を訳者前書きのなかで次のように論じていた。最も柔

和な若者 (zartlicherJugend) の性向に、綿密な教育でもって働きかけること、そのためには知

性ではなく心からしゃべる、 「優しい父 (zartlicherYater) 」の語りが必要となる叫つまり、

柔な子どもに対しては、優しく接する父が必要だというのだ。

この優しい教育する父のイメージは、 ドイツにおいては、教育書の流布を通じて定着するこ

とになる。教育書のなかの父はいうまでもなく、基礎学力を子どもに教える役目を担っていた。

最も有名なのは、ヨアヒム・ハインリヒ・カンペの小説『ロビンソン・ジュニア』 11に登場する

父であろう。子どもに『ロビンソン・クルーソー』を読み聞かせながら、物語の注釈のかたち

で、地理、植物学、技術などを子どもに教えている父の類型は、カンペの他の教育書である『テ

オフロン』 12や女性向けの『娘への父の助言』 13にも登場してくる。またとある一家での日々の

出来事を描きながら子ども向けの教育書として成功した、クリスティアン・フェーリクス・ヴ

ァイセの雑誌口子どもの友』 14に登場する父もまた、毎晩のように自然科学、哲学、宗教など各
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分野の専門家を自宅に招き、時には戸外に遊びに連れ出すことによって、子どもたちが楽しみ

ながら学ぶことができる環境をオーガナイズした父であった。これらの教育書のなかで母が教

育する場面が登場していないこともまた象徴的だ。母親は家政に必要な知識を女子の教えるこ

とはあったが、一般的な教養を子どもに伝えるのは父の役割としてみなされていたことを物語

っている。 19世紀になると、教育を受ける子どもが、家の外で人生経験を積む教養小説のよう

なジャンルが登場してくることになるが、この変化の背景には、近代的な教育制度の確立があ

る。つまり教師の専門的な養成がすすみ、学校という学びの場が整備され、教育の場が家庭の

外へとうつることになったという歴史的な背景がある。このような点からも、優しく子どもた

ちに教育する父というイメージは、 18世紀特有のものであったことがわかるだろう。

2. 奴隷的な心

教育する優しい父というイメージは、新しい教育理念だけによって支えられていたわけでは

ない。 18世紀の教育が直面していた間題をとりあげることで、教育する優しい父というイメー

ジに流れ込んでいる別の思想的な背景を明らかにしてみたい。

教育する父にとって、教育上の間題は何であったのか。子どもたちがきちんと啓蒙のプロセ

スを進んでくれないこと、子の教育が上手くいかないことは当然予想できる。また反対に、教

育が上手くいくことも、啓蒙の道を身分不相応に突き進むことになり、社会の流動化を推し進

め、結果的に社会不安を招くという理由で批判されていた円

教育をおこなう父が直面していた問題を理解する手がかりとなるのが、教育における賞罰の

間題、つまり子どもを褒めたり罰したりすることをめぐる一連の議論である。既に引用したバ

ーセドーも、教育の賞罰について論じていた。バーセドーは、賞罰について、命令されていな

いのに子どもが善いことを行った時には襄め、悪事をはたらいた時には、それが悪いことであ

ることを知らしめるために、すぐに罰しなければならないと、賞罰の正しい用法を指示してい

た。さらに、鞭をつかうような体罰 (Strafeder Ruthe) は稀におこなうべきものであって、例え

ば忠告に耳を貸さない子どもにたいして、また本当に危険なことをおかした子どもにたいして、

子どもの中に治癒しがたい悪徳がある場合におこなうと述べている。また反対に褒める時にも、

物品を褒美として与えるようなことはしてはいけないと説明していた巴

こうしたドイツでの賞罰論のひとつの前提として、賞罰は人間という理性的な動物

(vemiinfftige Geschopff (sic))を動機付ける唯一の手段、人間を働かせるための拍車であり手綱

(Sporen und Gez且hme(sic)) と主張していf-17ジョ ／・ロックの教育論をあげることができるだ

ろう。ロックは一連の議論のなかで、厳し過ぎる体罰の見直しを主張していた。つまり子ども理

性的存在なのであるから、賞罰を適切に活用することが必要、鞭打ちのような過度の体罰は教

育的な効果がないというのだ18。確かにこの時代、体罰は普通におこなわれていた。 18世紀に

編まれたある資料によれば、畑泥棒に対して、初犯ならば、背中に 3、4回の鞭打ち、何度も繰
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り返した泥棒に対しては、さらに回数を増して、それを数日にわたってくりかえしてもよい。

子どもに対しても同様、 5歳から 8歳の子どもが畑泥棒をしたら、 2回、 8歳から 12歳であれ

ば3回、 12歳よりも大きな子どもであれば、 4回鞭を打つ19。このように体罰が体系的にまとめ

られていることからも、矯正手段として体罰が活用されていたことをうかがうことができる。

体罰とは異なる教育手段の模索が、 18世紀の賞罰論を構成するベクトルのひとつであった。

家族を躾ける厳しい父については言及したが、厳しい父から優しい父へという父親像の変化の

背景には、厳し過ぎる体罰を捨て去り、理性的に賞罰をする新しい教育者としての役割が投影

されているのである。

賞罰論について、さらに詳しく確認することにしたい。バーセドーの汎愛学舎で教育活動を

一時期おこなっていたこともあるヨアヒム・ハンリヒ・カンペの論考は、この時代に最も参照

された賞罰論のひとつであった。カンペはまず教育における賞罰の領域を限定する。市民生活

における賞罰は、善行や悪行といった人がおかした行為に対して下されるものであるが、教育

における賞罰は、あくまでも人間性を改善するための手段である竺賞罰は、子どもたちを善

へと導き、悪を避けるようにするための手段であるというロックの議論をカンペも繰り返して

いるが、ここで確認しておかなければならないのは、市民生活における賞罰のように、なんら

かのl去規や掟のようなものを前提として、それに違反した行為を罰するのではなく、教育にお

いては、悪い行為をおかさないような人間性を育成するために賞罰が利用されると、その機能

がずらされている点だ。カンペは教育者が賞罰を用いる理由を、 「ある特定の行為を忌避する

よう仕向けることではなく、教育を受ける子どもたちの、効果のある根本的な行状改善

(Sittenverbesserung)または改良(Veredelung)である」 21と説明している。このように自然と悪い行

いを避け、おのずと善い行いをするような子どもを育成する教育は、 「人間性全体の改善」ま

たは「若い子どもたちの性格を作り上げること」であるとも言い換えられている。分かりやす

く言えば、行動そのものを変えることに結びつく子どもの価値観や考え方を改善する手段とし

て、賞罰が位置づけられていたといえるだろう。

自ら教師として教育活動に従事していたこともあるカンペは、学校という教育現場での賞罰

も具体的に検討している。学校では子どもたちの調和を乱さないように、教師が同じ方法で賞

罰を加えること 22。そのために、教師たちは子どもたちの情報を共有し、首尾一貫した評価を

下すこと 23。褒める場合も、褒美をやるのではなく、学校内に子どもたちの名館のリストをは

っておき、善行をしたらチェックをするといった24、子どもたちの自尊心に訴えるような方法

を提案している。

またカンペも、罰は限度を超えてはならないと論じている。とりわけ叱り過ぎは、子どもた

ちを無感覚 (Unempfindlichkeit)にするから控えるようにと注意している竺カンペは論文の中

で、次のような知人からの質間を紹介している。 「感情的に叱ることは良くないことだと理解

しています。しかし多くの子どもの場合、それ相応の効果 (Nachdruck)を残す場合には、感情

的に叱ることも必要なのではないでしょうか」 26。この質間に対して、獣のように扱われるこ

とを望む奴隷的な心 (einesklavische Seele)が、子どものうちに芽生えてしまうので、厳しい叱
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責は控えるようカンペは回答する。奴隷的な心は、自然には子どもが持ちえないものであり、

感情的な叱責を受けた子どもだけに認められるとも説明している。

子どもの人間性全体の改善、子どもの性格をつくりあげる教育の困難さが、この奴隷的な心

というもののなかに集約されていた。この奴隷的な心は、ロックの教育論のなかでも、 「下僕

のような心持ち (einknechtiges Gemiith) 」として登場してきた術語であった27。この心持ちと

は、鞭が眼前にあるときには従順さを装い、鞭の恐怖がなくなり罰を受けないことがはっきり

すると、悪行をはたらくメンタリティーのこと、つまり教育の手綱としての罰が機能しなくな

った状態として説明されている竺つまり子どもの心を改善するための賞罰が、罰せられない

ように行為する子どもを作り出してしまう間題と、いいかえることができるだろう。

この奴隷的な心を、さらに掘り下げて考察したのが、 『ベルリン月報』の編集者でもあった

フリードリヒ・ゲーデイケだ。ゲーデイケもまた、教育を効果的にすすめるための動因

(Triebfeder) として賞罰を評価している。しかしゲーデイケは、善いことをしたら褒め、悪い

ことをしたら叱ればいいと単純に考えてはいない。褒めるとしても、褒美をやったり、将来の

善を約束したりと、感覚的な報償から理念的な幸幅まで報償には違いがある。同様に罰につい

ても、身体に苦痛を与える感覚的な叱責から、いずれは地獄に落ちると脅す精神的な罰にいた

るまで様々であると説明している29。ゲーデイケが示す具体例はとてもわかりやすい。例えば、

思索に慣れている人は、感覚的な悪を嫌悪する傾向があるので体罰が有効。逆に思考に慣れて

いない人は、褒美のような感覚的な善に動かされることが多い。また聖職者は、感覚的な賞罰

には無関心であって、精神的な懲罰に影響を受けるものだし、兵士たちは、死の恐怖よりも、

戦いのあとのビール（感覚的な報償）に突き動かされる。このように賞罰も、受け手に応じて

効果に違いがあることを考慮にいれる必要があることをゲーデイケは主張していた呵

ゲーデイケは論を進め、賞罰を誤って使い続けることで引き起こされる間題を次のように集

約してみせる。 「盗賊でもなく殺人鬼でもないことで、この世のためになっていると勘違いし

ている輩が多数いる」叫ゲーデイケ自身による説明を確認しておこう。まずゲーデイケは次

のような当たり前の事情を確認する。仮に生まれながらにして善行ばかりする子がいたとしよ

う。その子が一度も褒められることがなかったとしたら、その子は自分の行為を善い行為だと

思わなくなるのではないだろうか。また反対に、悪い行為ばかりしている子も、怒られること

がなければ、その悪い行為を悪いものと思わなくなる。賞罰が適切に行使されず、善悪の判断

ができなくなったとしたら、どういうことがおこるだろうか。例えば、金を出さなければ家に

火をつけると酋した盗賊は、金を受け取ったので家に火をつけなかった。金を出さなければ命

を奪うと脅した盗賊は、金を手にしたので殺さずに立ち去った。盗賊は家を燃やすこともなく

人を殺害することもなかったのだから善人だ、と判断するようになるというのだ竺

確かにゲーデイケが引き合いにだした具体例は、極端である。しかしここには、善悪の判断

ができなくなること、なにが善なのかわからず、罰せられない小さな悪事は悪ではないという

考え方が賞罰によって植え付けられてしまう危険性だ。ゲーディケは賞罰の難しさをさらに次

のように補足する。 「教育者、両親、教師は、ただ静かにしているだけの、叫ぶことなく、物
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音を立てず、不適切なことをしないだけの子どもを褒めることがある」 33。優しい父は体罰を

忌避するからといって、いたずらに褒めていてはそれこそ間題だ。誤った賞罰に、甘やかしす

ぎが作り出していくのは、悪事をしないから褒められる子ども、鞭の前では悪いことをしない

奴隷的な心をもってしまった子どもである。賞罰という教育活動を前進させる動力がはらむア

ポリアが、ここにたちあらわれているといえるだろう。教育を受ける子は、ただ悪事をおかし

ていないだけなのかもしれない。それはいいかえれば、子どもは潜在的な犯罪者であるかもし

れないという、これまでになかった子どものイメージがここに像を結んでいるのだ。

3. 犯罪心理学

潜在的な犯罪者としての子どもというイメージには、子どもの心の内奥、つまり子どもは、

本当のところどのように感じ、どのように考えているのか、という行為にはあらわれない深い

内面へと、教育者の視線が向けられていることを確認しよう。

シラーが『失われた栄誉からの犯罪者』 （初出『不名誉からの犯罪者』）の序文のなかで、

犯罪者が犯罪を犯すにいたった心の変化に着目することが作家には必要であり、こうした心へ

の眼差しを、火山活動を調査する地質学者になぞらえていたことをここで思い出すことができ

るだろう。ヴェスヴィオ火山の火山活動を調査するという比喩34を使うことで、日にはみえな

い地中の様子を推し量る、隠れたものを明らかにしようとする眼差しの必要性、つまり人間の

心の内奥を眺めて、心の仕組みと心に与える影響”とを調査する眼差しが作家にも必要だとシ

ラーは主張し、実際の犯罪者をモデルとする小説を発表した。

ミシェル・フーコー編著の『ピエール・リヴィエール』 36を読んでみるとわかるように、歴史

的な裁判記録には、犯罪者が犯行にいたるまでの経緯の独白だけでなく、彼の日常の様子につ

いての複数の隣人の証言、また尋間時のやりとりなどが含まれていたことがわかる。ミュラー

ーディーツは、こうした裁判記録は文学的創作のネタとして利用されるようになったと指摘す

ると同時に、人間についての深い知見をあたえてくれる研究資料として、また犯行の動機や犯

罪者のパーソナリティーを究明しようとする犯罪心理学の研究対象として読み返されたと、シ

ラーのこの小説の成立経緯を説明している37。事実シラーは、ピタヴァルの犯罪記録のドイツ

語訳を企画してもいた判もちろんこれは犯罪者の記録を『失われた栄誉からの犯罪者』のよ

うな読み物として提供する試みであったが、同時に、 「感情の隠された作用 (<lasgeheime Spiel 

der Leidenschaft) を我々の眼前に明らかにする」もの、 「普通の生活を送っている限りでは、

観察者の目から隠れてしまっている、動因 (Triebfeder) が、犯罪行為を引き起こしている」 39

ことを明らかにする人間学ならびに犯罪心理学の関心に応えての企画でもあった。

カール・フリードリヒ・ビューラーの □法学者と心理学者にとっての犯罪例』は、犯罪者が

犯罪をおこすまでの経緯、とりわけその心理的な要因を詳述した、いわば犯罪者の伝記集であ

る。これは法学者にとって人間心理を考察するためのいわば教材として編まれたものであった。
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「厳格なる法の教師は、今日でもなお、気質やら感情やら、動機や状況、教育、考え方など、

犯罪者の個人的な状況について知っていることを口にしたり、そういう状況から犯罪者の判決

を導いたりすると、嘲笑をなげかけてくる。裁判官たちは、こうした状況を全く勘案しない」 400

法学者たちが犯罪者の心理というものに一向に着目しようとしない現状を、ビューラーは批判

している。

例えば、酪酎状態や憤怒で我を忘れて犯行に至った場合、また愚鈍な人々 (dummeLeute)が

犯罪を犯した場合、彼らの罪は軽減されることがあるのに、犯罪者の気質 (Temperament)や知

的レベル (Maasder Kenntnisse) については量刑上、何故配慮されることがないのだろうか410

犯罪行為として罰せられるのは、その人が道徳的に判断できる場合であって、心身の病気等で

道徳的判断ができない人には帰責できない。このような情状酌量は日頃からおこなわれてきて

いるのであるから、法学者たちは犯罪者をとりまいている状況とりわけ人間の心を構成してい

る気質や感情をも配慮する必要があるとビューラーは主張する。

ここでビューラーが想定しているのは、犯罪行為の原因が時間的に離れている場合だ。犯行

がなされるまでの過程、犯罪者が経てきた一連の変化を、その発端にまでさかのぼってたどる

ことが必要になる竺 「たった一度のひどい出来事、たった一回の傷つけるような印象が、子

ども時分の心を捉え、そこに消え去ることなく残り続けて、その後の彼の性格全体を規定して

しまう。最初に受けた教育がひとつの結び日となり、それ以降の考えや行為が、鎖のようにさ

らに絡まりあってしまい、この不幸な者は、必然的にたどる段階を経て、最後の行為を犯すこ

とになる」 430 

このように、根源的な原因へとさかのぼり、子どもの頃のたった一回の出来事までたどりつ

くことができる人は多くない。 「犯罪を犯す以前の状況と、犯罪者の心の状態との関係を推断

することのできる訓練を積んだ人間を熟知する者がなぜいないのか。犯罪を犯した者がどれほ

どの悪人であるのか正しくはかることがどうしてこれほどまでに少ないのか。罰を決める際に

は、ここで求められていることの確実な解明がどれほどか必要になるだろう」 44。犯罪者の心

理を探ることは、犯罪の原因の究明である以上に、犯罪に応じた罰を与えるためにも、必要で

あるというビューラーの主張は、この時代の刑罰改革論の流れを引き受けたものであったこと

はいうまでもない。

その代表的な論客ベッカリーアは、見せしめの処刑に代表されるような厳罰を批判した。犯

罪によって共同体に加えられた聡辱を清める (Unehrlichkeitreinigen) ために厳罰が必要だ45と

する伝統的な社会秩序観がすたれ、厳罰が犯罪抑止の機能をはたさず単なるむごい不正

(grausame Ungrechtigkeit) 46でしかないと主張するベッカリーアもまた、人間の行動は、数々

の逆行するような激情の葛藤、いいかえれば混乱からひきおこされると理解している47。だか

らこそ、あらゆる犯罪を抑止するためには重い刑罰は与えるというのは間違った対処でしかな

い。過度に残忍な刑罰 (ubertriebeneund grausame Strafen) はあくまでも不正48、厳罰の残酷さ

こそが有効であるかのように考える人たちは、人間の感情を支配しようとしているにすぎず、

理性にむかって「奴隷になれ」と命令することに他ならない49。厳罰の恐怖から、罪を犯して
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いない人が罪の自白するようなことがおきてしまう。

ベッカリーアが最終的に求めていたのは、犯罪に罰をあたえることではなく、犯罪を予防す

るための方策であった。為政者や裁判官の恣意性を廃した、法規に基づく一貰した罰則規定は、

そのために求められていたものであった。頻繁に罰則規定が変更されるようなことがあれば、

本来は不変である徳と悪徳もその都度かわってしまうことになる50。そしてまたベッカリーア

は、教育というものに犯罪を抑止する有効性を認めてもいた。教育つまり人間を作りかえるこ

と(Menschenumzuarbeiten)が、犯罪抑止のためには最も確実な方策である51。しかし賞罰を手綱

とした教育は、刑罰と本質的に同じ難間を招くことになることは、これまで確認してきた通り

である。だからこそベッカリーアは、教育は最も実現の難しい課題でもあると述べていた竺

4. 心の深みと人間学

以上の議論から、教育における賞罰と刑罰との平行関係を読み取ることは容易だろう。厳罰

は、ただただ人間に怖れを抱かせるだけ、罰せられないようにするという行動様式をつくりあ

げるだけであった。それは教育の場面において、厳しい叱責が奴隷的な心理つまり鞭の前での

従順さを生み出したことと同じである。しかし、ここで検討してみたいのは、犯罪心理学と同

じような眼差しが、教育においても機能していたことである。そのためにも犯罪心理学とそれ

が対象としていた犯罪者の心理について、フーコーのコレージュ・ド・フランスでの講義録を

つかって整理しておくことにしたい。

1974/75年の講義53のなかでフーコーは、異常者という概念の成立をたどっている。異常者と

いう概念は、 18世紀以降、犯罪が病理的に扱われるようになって成立した概念であるとフーコ

ーは説明する。つまり精神鑑定や法医学鑑定といった医学的な鑑定が、裁判の過程のなかで必

要不可欠な手順として位置づけられるようになって成立してきた概念というのだ。こうした鑑

定は、司法という制度と医学という学間とが重なってできあがったものということになる。フ

ーコーの術語を使うならば、裁判という制度に、もともとは無関係であった医学つまり心理学

の言説が入り込んできてあたらしい権力性として機能するようになったということになる。裁

判または刑罰という仕組みが、 （精神）医学と手を取り合うようになった時、何がおこったの

か。フーコーは、犯罪的行動に内在する合理性、ないしは犯罪的行動の理解可能性が求められ

るようになったと指摘している54。ここにフーコーの議論の核心が表現されているだろう。犯罪

的行動の合理性や理解可能性とは、犯罪行為をおこすことになった原因を犯罪者のなかに特定

することにほかならない。精神医学は、犯罪行為の脈因として、犯罪者の心のなかにある異常性

を想定することを可能にしたということだ。

『ピエール・リヴィエール』によせられた複数の論文が具体的に描き出そうとしているのも、

司法と医学との結びつきによって、犯罪の原因が宿る犯罪者の心の深みが新たに作り出された

ということだ。犯罪者の心にはもともと異常性が巣くつていたにちがいない。この想定された
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異常性を縁取るように、もともと無関係であった犯罪者についての小さな証言が、犯罪という

行為にいたる原因として積み重ねられ、犯罪者の異常な経歴という物語が作り上げられること

になる。それは裁判記録を素材として犯罪者を主人公とする小説を描く時にも機能しているの

と同じ眼差しなのである。

このような司法と医学との結びつきはこの時代に意識的に唱えられてきたものであった。バ

イエルンの神秘主義者またはオカルト主義者として知られるカール・フォン・エッカーツハウ

ゼンは、 「哲学について知識のない法学者は野蛮人にすぎない」 55と、犯罪者の裁判において

心理学を導入する必要性をはっきりと主張していた。フォン・エッカーツハウゼンは、哲学が、

この司法と医学とを結びつける触媒の機能を果たしていると指摘している。彼が哲学と呼ぶも

の、それは形而上学ではなく、人間の緒能力について考察する人間学である竺法学者と医師

は同じ道を歩むふたつの学間として説明されている。かつて医術は、知識の蓄積もなく、た＜

さんの病人の命を救うことができなかった。症状を正しく診断することもせず、病人それぞれ

の状況を配慮して投薬することもできなかった。外科医も同じく、怪我をみれば軟脅と絆創膏

を機械的に処置するだけで、傷が治癒することは稀だった。しかし現在では、人それぞれの病

気にはそれぞれ発病するにいたる原因があることを知っている豆医学が発展したのは、人間

についての知識を獲得してきたからである。感情の動き、人間の行為の根拠または行為に影響

をあたえる気質、教育、気候、食事などについての知識が蓄積してきたからだ汽法学もまた、

こうした人間学の知見を最大限に取り組むことで、医学と同じように一段と高まることが可能

になるとフォン・エッカーツハウゼンは主張する。この鍵となる人間学は、フーコーが言うと

ころの、あらたに発見された人間の心の深みを扱う学間であったといえるだろう。人間の心を

ひとつの結節点として様々な制度や学間がむすびつくことになる。

いまいちど‘フーコーの講義に話をもどそう。この講義のなかで言及されている少年裁判所は、

心の深み、とりわけ子どもの心の深みを取り囲むように作り上げられた制度であったといえる

だろう。少年裁判所とは、少年を裁くことを専門とする裁判所であるが、フーコーの説明では、

少年裁判所での予審は、その少年の存在様式、生活、規律などの背最を確認するものであり、

つまりその少年に倒錆性や危険性が認められるのかどうか、別の言い方をするならば、少年の

心に犯行の原因つまり異常性がみつからないとしたら条件付きの釈放をみとめる期間であっ

たということだ竺少年裁判所と同類の、子ども、若者、危険な若者をとりまく監視制度が成

立するところに、医学と司法が結託した権力の確立を確認することができるとフーコーは説明

している。このようなフーコーの議論を引き受けるならば、子どもたちの言動から賞罰を与え

る教育という場もまた、少年裁判所と同じ権力が行使されているといえるだろう。つまり教育

という制度にもまた、医学と司法とが入り込んできているのである。

ライプツィヒで匿名出版された『人間についての知』 60は、人間学が心の奥に読み取ろうとし

ていたものが端的に示されている。人間ついての知を得るためには、人間の心の観察が必要と

なる。この心の観察 (moralischeBeobachtungen) には、医学的に観察する精神が必要となる。

医師が、身体の病気をつぶさに観察できるように、人間についてよく知るものは、心の病気に
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ついて知ることができる。医師が病気の観相学を扱っているとすれば、人間学は、精神そして

心の観相学をあっかうことになる。 「人間についてよく知る者は、人間の感情の正しい状態を

見極めることができる人のことだ」 610

観相術（この用語についてはすぐあとで立ち返ることになるが）という語を用いて、心への

眼差しが医学の比喩でもって語られていることは、ここで繰り返さない。フーコーの講義で確

認したように、心の奥へむかう眼差しは、悪事を引き起こす原因を心のなかに探すことである。

しかし『人間についての知』で扱われている心の観察も、もちろん心の正しい状態を見分ける

ためのものであったが、悪事の脈因を心のなかに見つけ出すことに失敗していた。なぜなら見

つかるのは、無知、短絡的、思慮が欠けていたり、ただ急いでいるだけであったり。光と闇の

混在、現実と現実の欠如、善い性質と悪い性質、これらの混合竺結局のところ観相術があき

らかにするのは、一見して善でも悪でもない、グレーな心である。つまり明白な悪なる原因が

なくとも、人間は悪い行いを犯してしまうことがあるということなのである。

以上の議論を啓蒙思想というより大きな思想的コンテクストと関連づけて、次のようにまと

めることができるだろう。人間学のまわりで結びついた医学、司法、教育という知的かつ社会

的な制度のなかで、人間の思考や行為の背後には、様々な原因があると考えられるようになっ

た。人間の思考や行為は、心のなかの様々な要因の結果であると理解されることになった。こ

うした人間観は、身体と知性とが融合した存在だとする伝統的な人間観、ましてや知性が正し

く機能するならば、人間は知性に適った正しい思考を営み、善き行為をおのずと実践するよう

になるという啓蒙思想がよりどころにしていた人間理解とは全く異なるものになってしまっ

たといえる。そしてまた 18世紀の教育が、人間学を通じて医学や司法と結びついているとす

るならば、教育する優しい父は、教師である以上に、子の心を分析する（犯罪）心理学者であ

り、子の心に何かやましいところがないのか詮索する裁判官である。親と子どもの関係は、教

育するものと教育されるものという関係である以上に、心の内奥を尋間する裁判官と尋間され

る者、ないしは心を腑分けする父と心を切り裂かれる子という関係にあったといえるだろう。

5. 心の移植

教育する父のイメージにもどることにしよう。教育する優しい父は、哲学者または医師また

は裁判官と同じように、心を読み取ろうとする眼差しを子に向けていた。この父のイメージに

は、子の心に関連する、別の異なる思想も流れ込んでいた。

雑誌『最善なる幼年教育のための週報』誌上での議論を確認しよう。タイトルに週報とつけ

られてはいるが、実際に週刊で頒布されていたのかどうかは不明だ。内容は大人向けの教育論

と子ども向けの簡易な短編が毎号まとめられている。毎号の記事の分量をみても 9割は大人向

けの教育論が占めていることから、子ども向けの短編は単なるおまけ、読者である大人が子ど

もに読み聞かせたものであったのだろう。また教育論の内容からして、この雑誌は固い内容の
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教育論を読者に提供するというよりも、親による子の教育の必要性や大切さを繰り返す説教に

近いものであった。この週報のなかには、子の教育の到達点として、子に自分の似姿を認める

父、自分の心を子どものなかにしつかりと植え付けた (verpflanzen) ことを確認する父の姿が

描かれている竺

「私は自分の子どもを見つめている。なぜなら、子どもは私から生まれてきたのだし、彼は

私の姿かつて私がそうであった姿に似ているからだ。私と異なるこの私のおかげで、私は死を

のりこえ、ひとりで生きるよりも長く生き続けることができることを、うれしく思っている。

私はこの子に、私がもっている善良な特質を与えようではないか。わたしがそのように育てら

れてきたように、自分もまたそうすることで我が子を幸せにしようではないか。子の心は私の

心、彼の幸福は私の幸福である」 6¥

この引用からは、教育が世代を超えて影響を与え続けること、今日の社会学者ならば文化資

本や教育資本とも呼ぶものへの関心を読み取ることができるだろう。しかしここで着目したい

のは、善良な特質を子どもに与えるという父の発想、子の心は父が与えた心であるとする心の

移植ともいうべき発想がでてきている点だ。自分が善良であることを知っている親は、その心

をそのまま子どもに移植すれば善い子どもになる。これは子の心が善でも悪でもなくグレーで

あることに対するひとつの解決策としても解釈することができる。このような発想を可能にし

ていたのが、気質遣伝論とでも呼べる気質が親から子へと継承するという考え方であった。

カール・フィリップ・モーリッツが発刊したことで知られる『汝自身を知れ 経験的心理の

学のための雑誌』 (1783-1793) 65は、現在の心理学というよりも既に言及した人間学に類され

る論文を掲載した専門雑誌であった。モーリッツ自身は途中で編集を退き、カール・フリード

リヒ・ポッケルスそしてカント哲学の影響を受けたザロモン・マイモンが編集を担当した。 10

巻を担当したマイモンは、両親の気質が子へと継承する現象を扱った論文を発表している。

「子どもの観相術とは、親から分泌された子どもをつくりあげる基本的素材の気質を読み取

ることだ」 66。マイモンが考えている観相術とは、子を構成する要素（骨の要素と体液の要素

と神経の要素）の気質を読み取ることである。 「子どもが両親に似ているかどうかは、両親そ

れぞれに由来する、子どもを作り上げる気質の配合関係による」 67と述べられているように、

両親からの気質によって子は親に程度の違いはあれ似ることになる。厳密な休系化を試みてい

るわけではないのだが、マイモンが念頭においている気質をまとめると、体液から説明される

伝統的な 4気質論 (18世紀後半には無感覚という気質を加えて 5気質を唱える気質論もある）

を下敷きとしつつ、体格または骨格的な要素として固さの特徴と、神経（エーテル）の速度の

特徴を加えたものであった。両親から引き継いだこの気質を、分析的に読み解くための方法が、

観相術であった。そもそも人間の気質は、星の運行や居住地域の気候や日常の食事に大きく影

聾されるものとして考えられてきたことをここで思い起こしてみるならば、子どもの気質は両

親から引き継がれたものであるという発想は、伝統的な気質論に修正を加えるものであったこ

とを理解しておく必要がある。

両親から子どもへの気質は、優劣のロジックにしたがって継承されるとマイモンは説明して
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いる。彼の遺伝論の一番分かりやすい例が性別の決定だ。性別を決める上で重要な役割をはた

しているのは、両親から与えられる新たな生命の素材の固さである。しかしこの固さは、男性

的な骨格的要素の気質に由来しており、女性に優位な特質は体液や神経が優位となる軟らかさ

でしかない。それゆえ両親の気質の競合によっで性が決定されるとはいえ、男性的な固い要素

の方が優位に働くので、男児が産まれるケースがとても多くなっている。女児が生まれるのは、

体液の要素が活発な女性を母親とする場合、または骨格的な要素が薄く体液的な要素の強い男

性を父親とする場合だけということになる。

子どもに自分に荷姿を確認する父親の姿には、親の気質とりわけ優勢な父の気質が子どもに

引き継がれるという考え方が反映されているということができるだろう。 『週報』にでてくる

父は、自分の心を移植した子どもに、 「高貴な人間、正義正しい市民の姿、やさしい父の姿、

名誉ある父、愛にあふれた父、なんであれ素睛らしい特質J68をすかし見ている。ここには子

どもの心の内奥に自分の気質を注ぎ込むだけでなく、過度な期待でもって子の将来を縛ろうと

する父親の姿がみえるだろう。優しい父の姿には、子どもの心の隅々までを分析するだけでな

く、そこにみずからの希望やら期待をも詰め込もうとする父であったといえるだろう。それは

自ら考える人間を育てることとは正反対のベクトルをもつ運動である。このような父と子の関

係から、人々の知的改善という啓蒙思想がそもそもはらんでいた構造的な間題が浮かび上がっ

ているといえるだろう。
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